
6（第58号2018.5）

委
員
会
審
査
報
告

主
な
議
案
の
審
査
経
過
を
報
告
し
ま
す

総
務 

常
任
委
員
会

厚
生
文
教 

常
任
委
員
会

●
豊
後
大
野
市
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ハ
ブ
施

設
条
例
の
制
定

問　
休
憩
室
の
利
用
で
一
般
の
利
用
者

に
料
金
は
発
生
し
な
い
の
か
。

答　
休
憩
室
の
使
用
料
は
イ
ベ
ン
ト
等

の
際
、
有
料
で
お
茶
な
ど
の
提
供
を
行

う
事
業
者
等
に
発
生
す
る
も
の
で
、
来

場
者
に
は
料
金
を
頂
く
よ
う
に
考
え
て

い
ま
せ
ん
。

問　
芝
広
場
の
平
米
当
た
り
10
円
と
い

う
の
は
、
細
か
い
気
が
す
る
が
、
ど
う

い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

答　
露
天
商
が
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
建
て

る
テ
ン
ト
等
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
今
後
、
隣
の
道
の
駅
と
も
連
携
し

て
い
き
た
い
の
で
、
道
の
駅
と
同
じ
よ

う
な
料
金
体
系
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

意
見　

一
般
の
人
の
利
用
に
料
金
が
必

要
な
い
と
い
う
話
は
わ
か
り
や
す
く
広

報
し
た
ほ
う
が
良
い
。

●
豊
後
大
野
市
不
妊
治
療
費
助
成
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

豊
後
大
野
市
が
行
っ
て
い
る
不
妊
治

療
に
か
か
る
費
用
の
助
成
に
つ
い
て
、

現
行
の
１
年
度
に
つ
き
５
万
円
の
限
度

額
を
10
万
円
に
引
き
上
げ
て
、
不
妊
治

療
を
受
け
て
い
る
夫
婦
の
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る
も
の
で
す
。

問　
制
限
は
な
い
の
か
。

答　
市
の
一
般
不
妊
治
療
の
助
成
は
、

回
数
や
年
齢
、
所
得
の
制
限
を
一
切
し

て
い
ま
せ
ん
。

●
豊
後
大
野
市
い
じ
め
対
策
委
員
会
条

例
の
制
定

　

豊
後
大
野
市
立
の
小
・
中
学
校
で
、

い
じ
め
の
防
止
、
い
じ
め
の
早
期
発
見

や
い
じ
め
の
対
処
等
が
適
切
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
と

と
も
に
、
重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合

に
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
に
基
づ

き
、
必
要
な
事
項
を
調
査
す
る
た
め
、

豊
後
大
野
市
い
じ
め
対
策
委
員
会
を
設

置
す
る
も
の
で
す
。

問　
児
童
・
生
徒
、
保
護
者
の
申
し

出
に
よ
り
委
員
会
を
開
く
と
の
こ
と
だ

が
、
ど
こ
に
申
し
出
た
ら
い
い
の
か
。

答　
市
、
学
校
、
教
育
委
員
会
、
ま
た

県
教
委
、
ど
の
場
合
で
も
申
し
入
れ
が

あ
っ
た
と
き
に
は
、
委
員
会
を
招
集
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
が
判
断
を
挟
む
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
豊
後
大
野
市
定
住
促
進
に
係
る
持
家

取
得
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
、
豊
後
大
野
市
定
住
促
進
に
係
る
空

き
家
改
修
の
補
助
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

　

県
外
か
ら
の
移
住
者
に
対
し
、
こ
れ

ま
で
、
当
該
契
約
締
結
日
に
引
き
続
く

当
該
日
前
の
市
外
に
お
け
る
居
住
期
間

が
継
続
し
て
５
年
以
上
あ
る
者
、
と
い

う
要
件
を
付
し
て
助
成
の
対
象
と
し
て

い
た
も
の
を
、
県
外
か
ら
の
移
住
者
は

５
年
の
期
間
を
撤
廃
し
、
市
外
か
ら
の

移
住
者
は
従
前
ど
お
り
、
５
年
以
上
の

要
件
を
つ
け
る
も
の
で
す
。

【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

　

議
案
７
件
を
付
託
さ
れ
、
慎
重
審
査

の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
す
べ
き
と
し

ま
し
た
。

【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

　

議
案
12
件
を
付
託
さ
れ
、
慎
重
審
査

の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
す
べ
き
と
し

ま
し
た
。
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３月定例会（委員会審査報告、議員発議）

産
業
建
設 

常
任
委
員
会

●
豊
後
大
野
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

簡
易
水
道
事
業
の
う
ち
、
千
歳
簡
易

水
道
事
業
を
豊
後
大
野
市
水
道
事
業
に

統
合
す
る
も
の
で
す
。

問　
通
常
考
え
る
と
、
統
合
さ
れ
た
ら

給
水
人
口
が
増
え
て
い
い
と
思
う
が
、

な
ぜ
計
画
給
水
人
口
が
減
っ
て
い
る
の

か
。

答　
給
水
人
口
や
給
水
量
の
推
計
を
行

い
、
平
成
36
年
度
を
目
標
年
次
に
し
た

給
水
人
口
、
１
日
最
大
給
水
量
で
認
可

を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

議員の権限
議員発議

合併特例債の適用期限の再延長を求める意見書

可
決

　平成 17 年３月、７カ町村が合併し誕生した本市においては、将来にわたり持続可能な行
財政基盤を確立するため職員数の削減、公共施設の整理・統廃合や補助金の見直し等を行い、
市民全員で痛みを分かち合いながらも、合併特例債を有効に活用しながら、市役所新庁舎
や消防新庁舎の建設、情報通信網の整備等を行ってきた。
　今後においても合併特例債を財源として、地域福祉や災害時の拠点施設となる地域総合
コミュニティセンターの建設等、合併前町村のインフラ整備が控えているが、本市におい
てもこれらの事業の円滑かつ計画的な実施に大きな影響がでるのではないかと危惧される。
　よって、豊後大野市議会では、今後予定してある合併基盤整備事業の確実な実行を担保す
るため、政府に対し、合併特例債の適用期限を再度５年間延長されるよう強く要望し、意
見書を提出する。

●
豊
後
大
野
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例

の
一
部
改
正

　

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
よ
る

大
分
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
改
正

状
況
等
を
勘
案
し
、
平
成
30
年
４
月
か

ら
、
道
路
占
用
料
の
額
や
算
定
方
法
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

問　
国
の
改
正
を
受
け
て
の
条
例
改
正

か
。

答　
国
の
改
正
を
受
け
て
、
県
も
改
正

す
る
と
情
報
提
供
が
あ
り
、
県
の
占
用

料
の
見
直
し
た
基
準
に
沿
っ
て
、
市
も

見
直
し
ま
し
た
。

【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

　

議
案
12
件
を
付
託
さ
れ
、
慎
重
審
査

の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
す
べ
き
と
し

ま
し
た
。




